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（
資
金
の
融
通
等
）

第
百
六
十
二
条

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
組
合
に
対
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
事
業
に
必
要
な
資
金
の
融
通
又

は
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
の
援
助
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
技
術
的
援
助
の
請
求
）

第
百
六
十
三
条

組
合
又
は
組
合
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
等
に
対
し
、
マ

ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
事
業
の
実
施
の
準
備
又
は
実
施
の
た
め
に
、
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
事
業
に
関
し
専
門
的
知
識

を
有
す
る
職
員
の
技
術
的
援
助
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
第
一
項
第
三
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。三

の
三

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に

関
す
る
法
律
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員

又
は
同
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
で
な
く
な
つ
た
日

か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
以
下「
暴
力
団
員
等
」

と
い
う
。）

第
五
条
第
一
項
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八
の
二

暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る

者

第
五
条
第
一
項
第
九
号
中
「
第
十
五
条
」
を
「
第
三
十

一
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
二
項
第
六
号
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」を「
第

三
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
章

宅
地
建
物
取
引
士

第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
宅
地
建
物
取
引
士
の
業
務
処
理
の
原
則
）

第
十
五
条

宅
地
建
物
取
引
士
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
の

業
務
に
従
事
す
る
と
き
は
、
宅
地
又
は
建
物
の
取
引
の

専
門
家
と
し
て
、
購
入
者
等
の
利
益
の
保
護
及
び
円
滑

な
宅
地
又
は
建
物
の
流
通
に
資
す
る
よ
う
、
公
正
か
つ

誠
実
に
こ
の
法
律
に
定
め
る
事
務
を
行
う
と
と
も
に
、

宅
地
建
物
取
引
業
に
関
連
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
と

の
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
信
用
失
墜
行
為
の
禁
止
）

第
十
五
条
の
二

宅
地
建
物
取
引
士
は
、
宅
地
建
物
取
引

士
の
信
用
又
は
品
位
を
害
す
る
よ
う
な
行
為
を
し
て
は

な
ら
な
い
。

（
知
識
及
び
能
力
の
維
持
向
上
）

第
十
五
条
の
三

宅
地
建
物
取
引
士
は
、
宅
地
又
は
建
物

の
取
引
に
係
る
事
務
に
必
要
な
知
識
及
び
能
力
の
維
持

向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
試

験
」
を
「
宅
地
建
物
取
引
士
資
格
試
験
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
七
第
一
項
中
「
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資

格
試
験
委
員
」
を
「
宅
地
建
物
取
引
士
資
格
試
験
委
員
」

に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
見
出
し
中
「
取
引
主
任
者
」
を
「
宅
地
建

物
取
引
士
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
第
五
号
の
二
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
の
三

暴
力
団
員
等

第
十
八
条
第
二
項
中
「
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
登

録
簿
」
を
「
宅
地
建
物
取
引
士
資
格
登
録
簿
」に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」に
改
め
、

同
条
第
二
号
中
「
第
五
号
の
二
」
を
「
第
五
号
の
三
」
に

改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
二
の
見
出
し
中
「
取
引
主
任
者
証
」
を

「
宅
地
建
物
取
引
士
証
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
宅

地
建
物
取
引
主
任
者
証
（
以
下
「
取
引
主
任
者
証
」
と
い

う
。）」
を
「
宅
地
建
物
取
引
士
証
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
取
引
主
任
者
証
」を「
宅

地
建
物
取
引
士
証
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
取
引
主

任
者
は
」
を
「
宅
地
建
物
取
引
士
は
」に
、「
と
き
、」を「
と

き
」
に
、「
取
引
主
任
者
証
」
を
「
宅
地
建
物
取
引
士
証
」

に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
取
引
主
任
者
は
」
を
「
宅
地

建
物
取
引
士
は
」
に
、「
取
引
主
任
者
証
」
を
「
宅
地
建
物

取
引
士
証
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中「
取
引
主
任
者
証
」

を
「
宅
地
建
物
取
引
士
証
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
三
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
取
引
主
任

者
証
」
を
「
宅
地
建
物
取
引
士
証
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
四
の
見
出
し
中
「
取
引
主
任
者
証
」
を

「
宅
地
建
物
取
引
士
証
」
に
改
め
、
同
条
中
「
取
引
主
任

者
は
」
を
「
宅
地
建
物
取
引
士
は
」に
、「
取
引
主
任
者
証
」

を
「
宅
地
建
物
取
引
士
証
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
中
「
取
引
主
任
者
証
」
を
「
宅
地
建
物
取

引
士
証
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
見
出
し
を「（
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
業

務
処
理
の
原
則
）」に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加

え
る
。

（
従
業
者
の
教
育
）

第
三
十
一
条
の
二

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
そ
の
従
業

者
に
対
し
、
そ
の
業
務
を
適
正
に
実
施
さ
せ
る
た
め
、

必
要
な
教
育
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
宅
地
建
物
取
引
士
の
設
置
）

第
三
十
一
条
の
三

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
そ
の
事
務

所
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
所
（
以
下
こ
の

条
及
び
第
五
十
条
第
一
項
に
お
い
て
「
事
務
所
等
」
と

い
う
。）ご
と
に
、
事
務
所
等
の
規
模
、
業
務
内
容
等
を

考
慮
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
数
の
成
年
者
で
あ

る
専
任
の
宅
地
建
物
取
引
士
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
（
法

人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
員
（
業
務
を
執

行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず

る
者
を
い
う
。））が
宅
地
建
物
取
引
士
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
者
が
自
ら
主
と
し
て
業
務
に
従
事
す
る
事
務
所
等

に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
は
、
そ
の
事
務
所
等
に
置
か
れ

る
成
年
者
で
あ
る
専
任
の
宅
地
建
物
取
引
士
と
み
な

す
。

３

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
抵
触
す

る
事
務
所
等
を
開
設
し
て
は
な
ら
ず
、
既
存
の
事
務
所

等
が
同
項
の
規
定
に
抵
触
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
二

週
間
以
内
に
、
同
項
の
規
定
に
適
合
さ
せ
る
た
め
必
要

な
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
取

引
主
任
者
」
を
「
宅
地
建
物
取
引
士
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
取
引
主
任
者
は
」
を
「
宅
地
建
物
取
引
士
は
」

に
、「
取
引
主
任
者
証
」
を
「
宅
地
建
物
取
引
士
証
」
に
改

め
、
同
条
第
五
項
中
「
取
引
主
任
者
」
を
「
宅
地
建
物
取

引
士
」
に
改
め
る
。

宅
地
建
物
取
引
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
八
十
一
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
」
を
「
宅
地
建
物
取

引
士
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、

同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

宅
地
建
物
取
引
士

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の

宅
地
建
物
取
引
士
証
の
交
付
を
受
け
た
者
を
い
う
。

第
四
条
第
一
項
第
五
号
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」を「
第

三
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
添

附
し
な
け
れ
ば
」
を
「
添
付
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同

項
第
三
号
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
一
条
の

三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
名
称
の
使
用
制
限
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
そ
の
名
称
中
に
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合
と
い
う
文
字
を
用
い
て
い
る
者
に

つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
法
」
と

い
う
。）第
百
十
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
六
月
間
は
、
適
用
し
な
い
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
三
条

前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を

含
む
。）は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
四
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
新
法
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を

加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の
項
中
「
マ

ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
に

改
め
る
。
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第
三
十
七
条
第
三
項
中
「
取
引
主
任
者
」
を
「
宅
地
建

物
取
引
士
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
第
二
項
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
三

十
一
条
の
三
第
一
項
」
に
、「
取
引
主
任
者
」
を
「
宅
地
建

物
取
引
士
」
に
改
め
る
。

第
六
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
及
び
第
六
十
四
条
の

六
中
「
取
引
主
任
者
」
を
「
宅
地
建
物
取
引
士
」
に
改
め

る
。第

六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
と
き
、」

を
「
と
き
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
取
引
主
任
者
」

を
「
宅
地
建
物
取
引
士
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号

中
「
、
第
十
五
条
第
三
項
」
を
削
り
、「
第
二
十
八
条
第
一

項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
一
条
の
三
第
三
項
」
を
加
え
、

同
条
第
四
項
第
二
号
中
「
第
十
五
条
第
三
項
」
を
「
第
三

十
一
条
の
三
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
三
号
の
二
」

を
「
か
ら
第
三
号
の
三
ま
で
又
は
第
八
号
の
二
」に
改
め
、

同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
中「
第
三
号
の
二
」

を
「
第
三
号
の
三
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
と
き
、」

を
「
と
き
」
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
の
見
出
し
中
「
取
引
主
任
者
」
を
「
宅
地

建
物
取
引
士
」
に
改
め
、
同
条
中
「
取
引
主
任
者
」を「
宅

地
建
物
取
引
士
」
に
、「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改

め
る
。

第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
取
引
主
任
者
が
次
の
各

号
の
一
」
を
「
宅
地
建
物
取
引
士
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
五
号
の
二
」
を
「
第

五
号
の
三
」
に
、「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、

同
項
第
三
号
中
「
取
引
主
任
者
証
」
を
「
宅
地
建
物
取
引

士
証
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ

か
に
」
に
、「
と
き
、」を
「
と
き
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
取
引
主
任
者
証
」
を「
宅
地
建
物
取
引
士
証
」に
、「
各

号
の
一
」
を
「
各
号
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
、
同
項
第
一

号
中
「
第
五
号
の
二
」
を
「
第
五
号
の
三
」
に
、「
一
に
」

を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
取
引
主

任
者
」
を
「
宅
地
建
物
取
引
士
」
に
改
め
る
。

第
七
十
条
第
四
項
中
「
取
引
主
任
者
」
を
「
宅
地
建
物

取
引
士
」
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
第
三
項
中
「
す
べ
て
」
を「
全
て
」に
、「
取

引
主
任
者
」
を
「
宅
地
建
物
取
引
士
」
に
改
め
る
。

第
七
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
七
十
七
条
の
三
第
二

項
中
「
第
十
五
条
」
を
「
第
三
十
一
条
の
三
」に
改
め
る
。

第
八
十
二
条
第
二
号
中
「
第
十
五
条
第
三
項
」
を
「
第

三
十
一
条
の
三
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
試
験
に
合
格
し
た
者
に

関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正

前
の
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。）

第
十
六
条
第
一
項
の
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
試
験

に
合
格
し
た
者
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
宅
地

建
物
取
引
業
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。）第
十
六
条

第
一
項
の
宅
地
建
物
取
引
士
資
格
試
験
に
合
格
し
た
者

と
み
な
す
。

（
秘
密
保
持
義
務
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

旧
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
試
験
事
務
に
従

事
す
る
旧
法
第
十
六
条
の
四
第
二
項
の
指
定
試
験
機
関

の
役
員
若
し
く
は
職
員
（
旧
法
第
十
六
条
の
七
第
一
項

の
試
験
委
員
を
含
む
。）又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者

に
係
る
当
該
試
験
事
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏

ら
し
て
は
な
ら
な
い
義
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の

施
行
後
も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
取
引
主
任
者
証
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る

旧
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
宅
地
建
物
取
引
主
任

者
証
は
、
新
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
宅
地
建
物

取
引
士
証
と
み
な
す
。

（
登
録
免
許
税
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
百
四
十
七
号
中
「
宅
地
建
物
取
引
主
任

者
」
を
「
宅
地
建
物
取
引
士
」
に
改
め
る
。

（
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
の
二
十
の
項
及
び
別
表
第
五
第
二
十
四
号

中
「
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
」
を
「
宅
地
建
物
取

引
士
資
格
」
に
改
め
る
。

（
積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
法
（
昭
和
四
十
六
年

法
律
第
百
十
一
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
条
第
一
項
中
「
取
引
主
任
者
」
を
「
宅
地
建

物
取
引
士
」
に
改
め
る
。

（
処
分
、
手
続
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正

前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
っ
て
し
た

処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
で
あ
っ
て
、
こ
の
法
律
に

よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
相
当
の
規

定
が
あ
る
も
の
は
、
こ
の
附
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る

も
の
を
除
き
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ

の
法
律
の
相
当
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な

す
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第

三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
事
項
に
係
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に

対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

労
働
安
全
衛
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
八
十
二
号

労
働
安
全
衛
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
安
全
衛
生
改
善
計
画
等
」
を
「
事
業
場
の
安
全
又
は
衛
生
に
関
す
る
改
善
措
置
等
」
に
、「
安
全
衛
生
改
善

計
画
（
」
を
「
特
別
安
全
衛
生
改
善
計
画
及
び
安
全
衛
生
改
善
計
画
（
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
三
項
第
一
号
中
「
第
五
十
七
条
の
三
第
四
項
」
を
「
第
五
十
七
条
の
四
第
四
項
」
に
、「
第
五
十
七
条

の
四
第
一
項
」
を
「
第
五
十
七
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
有
害
性
等
」
の
下
に
「（
第
五
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
物
及
び
第
五
十
七

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
対
象
物
に
よ
る
危
険
性
又
は
有
害
性
等
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
第
五
十
三
条
及
び
」
を
「
第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
第
二
号
中
「
第
五
十
三
条
」
を
「
第
五
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
す
べ
て
」
を

「
全
て
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
イ
中
「
い
う
」
を
「
い
い
、
当
該
登
録
申
請
者
が
外
国
に
あ
る
事
務
所
に
お
い
て
製

造
時
等
検
査
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
外
国
に
お
け
る
同
法
の
親
法
人
に
相
当
す
る
も

の
を
含
む
」
に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
中
「
、
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
」
の
下
に「（
外
国
に
あ
る
事
務
所
に
お
い
て
製
造
時
等
検
査
の
業
務

を
行
う
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
（
以
下
「
外
国
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
」
と
い
う
。）を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

第
五
十
二
条
の
二
中
「
、
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
」
の
下
に「（
外
国
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
を
除
く
。）」
を
加

え
る
。

第
五
十
二
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
準
用
）

第
五
十
二
条
の
三

前
二
条
の
規
定
は
、
外
国
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。こ
の
場
合
に
お
い
て
、

前
二
条
中
「
命
ず
る
」
と
あ
る
の
は
、「
請
求
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
三
条
中
「
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
」
の
下
に「（
外
国
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同

条
第
五
号
中
「
前
二
条
」
を
「
第
五
十
二
条
及
び
第
五
十
二
条
の
二
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
外
国
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、

そ
の
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は
第
六
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。

二

前
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
五
十
二
条
又
は
第
五
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
応
じ
な
か

つ
た
と
き
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
条

こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律

の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る

経
過
措
置
を
含
む
。）は
、
政
令
で
定
め
る
。

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

国
土
交
通
大
臣

太
田

昭
宏

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三
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